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平成29年5月13日（士）

午前10時00分～

きぽ－る11階大会議室
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報告第1号

平成28年度事業報告について

平成28年5月14日 （土）中央区役所4階会議室において、千葉市中央区町内自治会連絡

協議会通常総会を開催し、平成27年度事業報告及び決算報告等が承認され、平成28年度

事業計画（案）及び平成28年度予算（案）を可決し、新年度の業務が開始された。

【事業内容】
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中央区役所4階会議室において、平成27年度収入・支出決算関係

帳簿類の監査を実施し、監事の承認を得た。

平成28年4月8日

平成28年4月22日 、第1回理事会を中央区役所4階会議室において開催し、下記の

事項を協議した。

1 中央区町内自治会連絡協議会役員の選出について

2 中央区町内自治会連絡協議会通常総会の会務報告及び議案

審議について

3 中央区町内自治会連絡協議会通常総会の役割分担について
4千葉市町内自治会連絡協議会専門部会の選出について

5功労者表彰について

6市長との懇話会について

7市連協会議の議題について

8要望事項について

’

通常総会を中央区役所4階会議室において開催し、平成27年度

事業報告及び決算報告等が承認され、平成28年度事業計画（案）

及び平成28年度予算（案)を可決した。

平成28年5月14日
、
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平成28年6月24日 第2回理事会を中央区役所4階会議室において開催し、下記の

事項を協議した。

1要望事項について

2 中央区町内自治会連絡協議会の活動研修会について

3． 市長との懇話会のテーマについて

"}4平成28年度収入支出予算に係る補正について
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平成28年9月4日 院内小学校を会場に中央区防災訓練が実施され、町内自治会

及び自主防災会などが参加した。
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平成28年9月23日 三役会及び第3回理事会を中央区役所4階会議室において

開催し‘下記の事項を協議した。

1要望事項の回答（区連協要望、市政相談）及び緑区提出の

市連協要望について

2中央区町内自治会連絡協議会の活動研修会について

3． 市長との懇話会について

4不動産の売買等業者からの町内自治会長の照会への対応に
つ‘いて
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平成28年10月16日 第24回中央区ふ'るさとまつりが中央公園や栄町通りを中心に

盛大に行われ、多くの区民と．ともに参加した

ｌ
～

平成28年11月2日

う

市長との懇話会を中央区役所4階会議室において開催し、 「市の

防災対策」をテーマに意見交換を行った。
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平成28年11月24日 中央区町内自治会連絡協議会活動研修会を開催し、次の施設を

視察した。

1三陽ヌディアフラワーミュージアム

（千葉市美浜区高浜7－2－4）

2ケーズハーバー

（千葉市中央区中央港1－20－1）

3ジャパン・リサイクル（株） ・

千葉リサイクルセンター、千葉バイオガスセンター

（千葉市中央区川崎町1） ／、
（へ

4新浜リサイクルセンター

（千葉市中央区新浜町4）

5 ‐(株）グリーンアース

千葉キャピタルバイオマスセンター

（千葉市中央区生実町2662－1）

悪天候(雪)のため､見学することができない施設等もあったが、

身近な問題であるゴミの処理やリサイクルの過程を学び、知識を深

めることができた｡

なお、会員相互の意見交換等も図られ、町内自治会間の交流と親

睦を深めることができた。また、視察場所での体験等を通し地域社
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I 会の発展につながる有意義な研修会とすることができた。
参加者数：73名

参加者負担：2,000円／名

； 篭4同理事今浄中中-反得所4階今毒室I『ｱ．鱈い〒關催1 ‐第4回理事会を中央区役所4階会議室において開催し､下記の事

項について、報告及び協議した。

（報告） ‘

1市連協のあり方検討委員会について

2 ごみ問題検討委員会について

（議題） ，

1 平成29年度中央区町内自治会連絡協議会通常総会の日程に

ついて

2平成29年度中央区町内自治会連絡協議会通常総会における
被表彰者の推薦について

3千葉市地域社会貢献者・寄附行為者褒賞の候補者推薦につ

いて

4町内自治会加入促進チラシについて

5平成29年度中央区町内自治会連絡協議会の事業予定について

平成29年1月17日
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三役会及び第5回理事会をきぽ－る11階大会議室において開催
し、下記の事項を協議した。

1 平成28年度決算見込について

2平成29年度役員選出について

3千葉市中央区町内自治会連絡協議会表彰内規第1条の解釈に

．ついて ． ．､／ ’

4 （仮称）蘇我火力発電所建設計画に関する要望書について

5平成29年度中央区町内自治会連絡協議会の事業予定について

平成29年3月30日
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報告第2号平成28年度要望事項の報告について

千葉市中央区町内自治会連絡協議会要望事項（区要望）

’
'

心

昂

←

脳 地区 要望件名 （※：継続要望） ・要望要旨 担当局部課 ・ 要望事項 に 対す る 回答

1 第5地区

京成西豊戸駅・新千葉駅利便性改善に市の負担を※

京成西登戸駅、新千葉駅は登戸、汐見・春日、新千葉地区の住民が

千葉や東京方面に出る際の重要な交通機関ですが、約40年前のホーム

延長に伴う改築以来、千葉方面に出る場合、改札口から高い跨線橋を

渡って反対側ホームに行かなければなりません。このため高齢者、車

いす使用者や障害者、ベピーカー使用の幼児の家族などには大変不便

で、かなりの人たちが利用を諦めているのが現状です。私達は平成17

年から11年間、毎年千葉市長や京成本社などにこの状況の改善を訴え、

要望書を提出し、簡易改札口の新設などを提案し交渉をしてきました。

平成24年に住民の皆様やこの駅を利用する方営の約68名の署名を

集め、平成27年に京成西登戸駅、新千葉駅の利便性改善を求める近

隣住民の意志を示すために募金活動を始め、近隣自治会、諸団体、企

業の皆様方の賛同で、 182万円が集まりました。

昨年4月末に千葉市として京成電鉄の経営統括部に善処を申し入れ

たところ、鉄道本部計画管理部課長から、国の基準の一日乗降客3000

-人以下の駅に関しては京成としてバリア改善する計画はない。地元の

改善要望が強い駅は「請願駅」 （新設） と同等と考えている。施設に

関しては全額地元負担で整備し、維持管理運用は京成の全額負担で行

う。千葉市や地元から全額負担するという文書があってから、京成と

してランニングコストも含めて検討するという回答がありました。

本年3月京成本社で5連協自治会長と交通政策課員が再度交渉した

ところ、鉄道本部計画管理部課長から、千葉市から地元負担の公式回

答がないので実施する計画はない。一方、京成検見川駅は住民からの

要望はないが乗降客が3000人を超えているので市と協議してバリアフ

リーエ事計画を進めていると回答がありました。

われわれは国の基準のバリア改善を要望しているわけではなく、利

便性改善のための千葉行き側のホームの簡易改札の設置を永年求めて

いますが、千葉市がこの要望に対する地元負担を決断しないことが住

民要求実現の最大の障害になっていることがあきらかになったので千

葉市長が決断することを強く要望致します。

、都市局
都市部

交通政策課

鉄道駅における様‘々な施設整備については、鉄道事業者により行われるものでありま

す。

本市としましては、これらの旅溌轄備の中で、 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化

に関する法律」 （平成18年法律第91号）に基づき、 1日当たり平均利用者数が3,000人

以上の鉄軌道駅について、バリアフリー整備を進めるという国の方針のもと、各鉄道会
ﾔ

社が実施するバリアフリー化に関する施設整備に対しては、国と共に補助を行い、その

促進を図っている状況です。

そのため、かねてよりいただいております西登戸駅及び新千葉駅に関するご要望につ

いては、本市においても十分認職しておりますが、駅の利便性改善のための施設整侭と

して京成電鉄により行われるものであると考え、引き続きその実現に向けた要請を京成

電鉄に対して行ってまいりますb

l

、
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千葉市中央区町内自治会連絡協議会要望事項（区要望）

◎1

一

、

『

恥 地区 要望件名 （※：軽続要望） ． ・要望要旨 担当局部腺 要望亭項に対す る 回答

2

イ

鋸5地区

海抜表示を6-8mまで ‐

本年6月10日、政府の地震調査委員会は今後30年以内に震度6

弱以上の揺れに見舞われる確率を発表し、千葉市にこの震度の地震の

起きる確率は関東では最高の8,5％ということです。千葉市の建物な

どの地震対策と避難対策を早急に強化しなければなりません。

東京湾内で地震が発生した場合、また強い台風が襲ってきた場合、

市内の低地に津波や高潮による浸水が起こる可能性が高いのですが、

従来の東京湾内の津波予想が最大3mということで、現在千葉市内の

道路・交差点などでの海抜表示は4mまでとなっています。

‐ 一方、相模湾に面する鎌倉、逗子、葉山などでは海抜15－16m

まで表示され、また千葉市と同じく東京湾に面する品川区でも海抜
一 一

7－8m地点まで海抜表示がなされています。

これらの地域では千葉市のように単に津波や浸水の危険性を替告す

るだけでなく、地震の際の避難の方向や安全な避難箇所を住民に知ら

せようという施策がなされているわけで、千葉市の防災の施策の後進

性が際立っています。

千葉市民の安全と生命を守るため、千葉市全域の海抜表示を6－8m

とすることを要望します。また手遅れにならないうちに実施してくだ
、

さい。

『

局
理
理
監
畷

睡
蹄
癖

％

平成24年4月に発表された千葉県の津波浸水想定では、東京湾入口に10mの津波

が到達した場合に、本市沿岸では、最大津波高が2.9mとされています。本市では、津波

からの避難の目安となるよう海抜4m以下の地域に海抜表示板を設置しています。具体

的には、美浜区・中央区・花見川区・稲毛区の公共施設等155箇所と、道路照明など420

箇所に設置しておりますb、

また、平成24年度に津波ハザー.ドマップを作成し、浸水想定エリア、避難場所、津

波避難ビル及び避難すべき方向などの周知を図っております。

現在、千葉県が「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく新たな津波浸水想定を

行っており、本市でも、その結果を踏まえて、海抜表示(6-8m)の必要性を検討し

ていきます。 ‐‐ 。

ｸ

屯 ■
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3 第5地区

F

転居時の家具など大型粗大ごみのゴミステーション置き去り

に対する防止対簸を

毎年3～4月に町内のゴミステーションにベッドやダンス、電化

製品など大型粗大ごみが排出ルールを無視して捨てられています。

粗大ごみが捨てられているステーションを利用する住民は多大な

迷惑を被・り、時には長期にゴミステーションを利用できない場合も

あります。当該地域の住民は、マンション、アパート居住者の転居

を予知できず、違法粗大ごみの撤去を市に通告し、収集をお願いす

るしかありません。

解決法としては法で規制するしかありません。転居時の粗大ごみ

排出のルールを入居契約に盛り込み心転居ゴミ処理令凌預かり、ご

み処理確認書の提出をもって返還するといった条例の策定をお願い

致します。

この条例の策定には、転居事務に携わる不動産・管理会社の協力

が不可欠です。宅建協会などが核となり、転居に伴うごみ処理ルー

ルを詳細に詰めて頂き、実効性のある条例をお願い致します。

､｢転居時ごみ処理契約の締結とごみ処理確認書の提出がないかぎ

り、転居ゴミ処理預り金を返還しない」 という転居のルールを、千

葉市が全国にさきがけて推進して頂きたいと要望します。

、 Lー

環境局
資源循環部
収集業務課

廃棄物処理法において、国民は、廃棄物を分別して排出することや自ら処分すること

と明記されており、廃棄物をみだりに捨ててはならず《捨てた者に対しては罰則(5年

以下の懲役若しくは千万円以下の罰金)を規定しております。

市は、引っ越しに伴う粗大ごみや一時多趣ごみの処分に関し、周知徹底を図るため、

市政だよりや「千葉市家庭ごみの減量と出し方ガイドブック」によりご案内するととも‐

に、チラシ「引越しごみの処理について」をホームページに公開するほか、各区役所市
L

民課、各市民センター、各潔境事業所に配架し、引越しの時期に向けた毎年2月頃には、

千葉県宅地建物取引業協会及び全日本不動産協会に依頼し、転出入者へ配布しておりま

す。

ご提案のあった賑居ゴミ処理金は、転居者のごみ処理費用を預かり、転居者の不法投

棄物を住宅管理者が代わりに処分する為のものと受け取りましたが、先述したとおり、

廃棄物処理法において廃棄物を排出者自ら処分することについて明記していることから、

強制的に住宅管理者にごみ処理費用の徴収を条例上義務付けることについては難しいと

考えております。市としましては、業界団体と連携しつつ、市民に対して廃棄物の適正

な処理方法を周知してまいりますので、町内自治会様におかれましても、ごみステー

ション利用者に対して、ごみ出しルールの周知を行づていただきますようお願いいたし

ます･

なお､､不法投棄によりごみステーションの利用に支障が生じた際は、市環境事業所へ

ご相談いただきますようお願いいたします。 ．
■

4 第13地区

塩田町西雷踏切（両側）に歩道の設置について※

平成19年度より同要望を提出し、昨年度は千葉市とJR東日本

が協力し、安全対策を推進すべき踏切と考えているとの回答をいた

だきましたが、いまだに踏切両側に歩道が設置されていません。

早期に実現していただくよう、平成28年度も継続して要望いた

します。

建設局
土木部

維持管理課

踏切内の工事は、千葉市では実施することができないことから、 JR東日本へ委託す

ることとし、現在、歩道整備に向けた協議を進めております。昨年は､､軌道敷内の踏切

に隣接する水路の改修検討をお願いし、暗渠化する旨の回答を得ております。

なお、踏切前後の歩道は、片側歩道であるため〈浜野町側に片側歩道を設陞することと

し、今年度、道路整備に必要となる用地測濫及び踏切前後の道路の予備設計を予定してお

ります。

今後は、地元及び関係機関等と調整を図り、早期整備の推進に努めてまいります。
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5 第16地区

都市計画道路r加曽利町大森町線」の早期整備について※

松ケ丘小学校東側の中央区松ケ丘町552番地付近から中央区仁

戸名町532番地先の大網街道までの区間は一方通行であり、道路

幅員も狭いため同地区で火災や災害などの発生時には、避難道路と

しての機能は全く果たせないものとなります。

さらに、大網街道沿いにIま近年大型ショッピングﾓｰﾙや看護系

大学が開校され大網街道の慢性的な渋滞となっており､､また、千葉

県がんセンターの改築等も予定されていると聞いております。

今後も大網街道の交通状況は悪化するものと予測されますので渋

滞の緩和のためにも都市計画道路（源町大森線）の整備を早急に実

現されますよう要望いたします。 ‐

Ⅱ

建設局
道路部

道路計画課

現在、要望区間に連絡する宮崎町の青葉の森通りから、京葉道路の大森橘を通り、

大森町と松ヶ丘町との境までの約900m区間について、都市計画道路南町宮崎町線

と加曽利町大森町線の一部の事業を進めているところであります。

ご要望の区間は、この事業区間の延伸部にあたりますが、現在､南町宮崎町線の早期

完成を目指し、事業を進めているところでありますので、この事業完了後に、加曽利町

大森田]諒の一部事業区間と併せ要望区間の事業化を目指したいと考えており．ます･

6 第27地区

「

_市道中央星久喜町線（病院坂）の歩讃聴磁について

当該路線の「旭橘」交差点から「青葉町」交差点までの区間につ

いては、千葉駅から千葉大学病院を経由する路線バス等が頻繁に往

来しており、千葉大学生等通学する路線でもあることから、大型バ

スと自転車、歩行者が譲り合いながら通行するため接触など危険な

状態であり、特に朝、夕は渋滞も発生している。

遁践拡幅のための用地確保など困難な点は多々あるかと思います

が、歩行者の安全確保や生活の足である路線バスのスムースな運行

のためにも、早期の歩道整備について強く要望します。

錨
道路計画課

■

ご要望の区間につきましては、本町小学校、鶴沢小学校の通学路であるとともに、通

勤通学者、千葉大医学部附属病院・青葉病院等の利用者が多く通行している道路であり

ますが、歩道が無く、路線バス等の往来も多いことから、道路拡幅による歩道整備が必

要と考えております。 ‐

道路拡幅には、千葉大学亥鼻キャンパスの用地取得が必要不可欠ですので、旧市立病

院跡地を代替地とする案で、千葉大学と協議しており、道路整備に向けた設計を行って

いるところであります6

なお、整備にあたっては、区間を病院坂（1工区） と千葉大前（2工区）に分け、 2

工l天寿先行して整備を行う予定です。 ．

モ
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１ 第4地区

千葉璽喧埋塵'卜後の跡地利活用への地元意見の反映について※

平成29年度末の競輪事業廃止後の跡地利活用について、地元意見

を反映していただき、地域の主要な公園である千葉公園に隣接した『

跡地の利活用による住環境の改善と地域コミュニティの活性化を実

現したく要望します。

総合政策同

総合政策部
政策調整課

腕輪事業につきましては、平成28年度の収支状況を踏まえ、平成29年度に事業の

存廃について判断することとしております。

なお、仮に競輪事業を廃止した場合§競輪事業廃止後の跡地の取扱いにつきましては、
、

用地の多くを国有地が占めていることから、総合的に検討・調整してまいります。

2

●

第5地区

、

歩行者専用および車両感応式併用信号機の設置について

豊戸小学校西門と接する市道登戸47号道路(11047)に登戸3丁

目の中心部を貫通する登戸47号線道路（11038）が突き当たるT字

路があります。

この地点を通る利用者は登戸小に通学する児童、通勤する地域住民

のほか、近接する登波神社参拝者、宗教施設の来訪者および地域外か

ら通行する方々などですが、特に朝8時前後は通勤、商用の車両が多

く､･横断歩道での歩行者の安心安全を砿保するのに苦慮しています。

登戸47号線のこの付近の歩行者の安全を確保すべく道路拡幅が計画

されていましたが、諸般の事情で2年前に残念ながら廃案になってし

まいました。この機会に幼い児童や高齢者の安全を確保するためにこ

の場所に信号機の設置を要望致します。

このT字路で住民の安心安全に尽くされているセーフテイーウオッ

チャーの声として、 12年間見守っているが歩行者は傘がさせないほ

ど狭く、特に朝は交通丑が多くて大変危険である。今までは無事故で

きているが、これからも小学生たちが無事に登下校できるように歩行

者専用信号機を設置することを切望すると言われています｡、

第5連協としてはこの箇所の危険性を危倶しているので、信号設置

の可能性を調査し実施して頂きたい。

要望のありました信号機の設匿・運用につきましては、公安委員会, (警察）の所管と

なりますので、地域を管轄する千葉中央替察署に情報提供いた.します。
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3 第9地区

グリーンペルトの歩道幅の拡張について

陽光会のグリーンベルトは通学路になっておりますが、歩道の幅が

狭い為に児童が歩道からはみ出してしまう危険な状況になっていますb

その上、車道が広い為にスピードを出す車両も見受けられます。蘇我

小学校の周りにも同じ様な道路がありますが、そちらは歩道が広い為

に児童は安全に通学しているようです6

近年は、グリーンペルトでウオーキングやジョギングする地域住民

も増えています。歩道を利用する皆の安全と安心を確保する為に、歩

道幅の拡張を要望致します。

参考に町内会員の作成した資料.(説明・写真）を添付いたします。

車両の運転に注意を喚起する揮嘩もしくは看板の股置

陽光会では転入等により、近年子どもの人数が10名増えました。

自転車に乗る児童も多くなりました。町内はほとんどが路地となって

おり、車両の運転者からの死角が多くあります。

歩行者の安全の為に、車両の運転に注意を喚起する標識もしくは看

板の設置を要望いたします。

建設局
土木部

中央・美
鉢
癖

浜

建設局
土木部
中央・美浜
土木事務所
維持逮設型

ご要望の歩道（路側帯）は、現在、道路交通法に基づく駐停車禁止の規制が掛けられ

ております。

路側帯の拡幅について、千葉県警察と協議をしているところですが、協賎の中で駐停車

禁止の規制解除の課題が生じていますb規制解除には、沿道住民の理解や地元合意が必要

になるとの見解が示されていることから、今後、路側帯の拡幅に向けて、地元及び警察と

飼整を進めてまいります。

、 巳

路面表示による速度抑制の安全対策について、検討してまいりますも

4 第9地区

赤井町から生実に行く道についての防犯灯の取り付【ﾅについて

地図（赤井部分）の道路範囲に、安全上、街灯または防犯灯の設置

をお願いしたい。

この道は、淑徳大学学生がグランドに行く通り道（共生苑隣にグラ

ンドがある） 、南高校の生徒の通学路、明徳高校の生徒の通学路、一

般の人々の往来など、思った以上に利用している。しかも、薄暗い時．

にも、暗くなっても、利用している人が結榴いる。

‐ また、抜け道ということもあり、自動車の行き来も多い。痴漢が出

たこともある。 ．

防犯上及び交通安全上、街路灯及び防犯灯の設置をお願いしたい。

雨水路から外房線大巌寺第2踏切蛍では生実町の管轄で、生実町、赤

井町にまたがっている問題もあるので、このことを配慮して検討して

いただきたい。

道路照明灯につきましては、道路管理者（中央・美浜土木事務所）が設置しますが、

要望の区間につきましては、 「千葉市道路照明施設設置基準（案） 」により道路が屈曲

している部分及び交差点部に既に設置しており、増設の予定はないとのことです。

また、防犯街灯につきましては、町内自治会が設置し維持管理を行い、市が管理喪等

の一部に補助を行う制度になっております。したがって市が直接設置するごとはできま

せん。 ．

雨水路から外房線大巌寺第2踏切までの区間は赤井町町内会の区域には属さず第13

地区の生実町町内会に属します。両町内会で防犯街灯の設置について協議をしていただ

くようお願いします。また、補助金の申請について中央区地域振興課と協賛をお願い

します。 ‐
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5 第9地区

通学時間帯の車両の進入禁止（登校時）について

千葉市中央区今井町1339－5付近の車両の進入禁止を要望致しま

す。特に、登校時間、大森小学校の児童が多数いるにもかかわらず、千

葉市中心部への抜け道となっているため、かなりのスピードで車両が進

入し、児童が危険と思われるためです。

市民局
市民自治雑准郁
地域安全課

要望のありました交通規制につきましては、公安委員会（警察）の所管となりますの

で、地域を管轄する千葉中央蕃察署に情報提供いたします。

● ■

.､ｻヘノ 、

6 鰯13地区

生実町及び南生実町に「コンピニ防犯ボックス』の設置について

生浜地区を管轄する交番は、浜野駅前交番でありますが、生実町及び

南生実は浜野駅前交番からは離れておりますもそのため、生実町や南生

実町で事件や事故が発生した場合、交番に詰めております警察官が対応

する事案ですと、現場への到着に時間がかかる傾向があります。

住民の暮らしに関する安心・安全を確保する観点から、生実町及び南

生実町を管轄する交番の設置を平成25年度に要望いたしましたが、

｢交番設置については関係部局と継続して検討していくとともに、移動

交番等の効果的運用を図り、パトロール等の街頭活動を強化して参りま

、す」 という回答でありました。

その後、移動交番等の活動は行われておりますが、住民の安心・安全

を一層確保するうえで「コンビニ防犯ボックス」の設置を強く要望いた

します。 ．

／

市民局
市民自濫榊準都

地域安全課

防犯ボックズについては、これまで千葉県が設置を行ってきました（当初は千葉県警）

が、今年度から市町村が防犯ボックスを設置した場合に、設腫後5年間、県から市町村に

補助金を交付するという補助事業にシフトしました｡ ．

それにより、制度卜は市町村が防犯ボックスを設置することは可能となりましたが、防

犯ボックスは、市町村が雇用した職員が地域の防犯パトロール隊との合同パトロールを

行ったり、地域の見守り活動を行うことで、地域の防犯力を向上させるというものであ

り、警察磯能は有しておらず、交番の代替とはなり得ません。

また、本市の厳しい財政状況を鑑みると、費用対効果の高い事業に資金を投入する必要

がありますが、防犯ボックスについては1か所あたり年間1,000万円程度と高額な経費が

見込まれますb

以上のことから、本市として防犯ボックスを設置することは現時点では考えていません。

本市としましては、防犯パ}､ロール隊への支援や防犯ウォーキング事業等により地域防

犯を推進して参りますので、ご理解いただきますようお願いします。

7 第15地区

西千葉駅東口の歩道橋の猶夫及び仮設トイレの撤去について

西千葉駅東口にある歩道橋（中央区松波2丁目6番地付近）は、定期

的にペンキ等で補修はされているが、老朽化が激しく、景観を損なって

いる。歩道橘下部にスクランブルの横断歩道があるため、実際に利用し

ている人も少ないことから歩道橋の撤去をお願いしたい。

また、歩道橘下部に設置されている簡易トイレから悪臭がするため、

併せて撤去をお願いしたい。

建設局
土木部

花見川・稲毛

土木事務所
維持睦溢理

環境局
資源循藻部

収集業務課

西千葉駅北口交差点に設置している西千葉歩道橋は、劣化が進んでおり、塗装塗り替え

等の補修が必要な時期を迎えています。しかしながら、歩道橋下は、歩車完全分離のスク

ランブル交差点となっているため、歩道橘利用者が限られていること、蛍た、歩道橘の橘

脚により歩道の有効幅員を狭めている状況などから、撤去の検討を進めており寺現在近隣

自治会、学区内の小学校及び関係槻関との調整をしています-。

昭和54年から設置している現地の簡易トイレにつきましては、利用状況や付近のトイ

し事情等を総合的に考慮しておりますが、現在、利用者も多いことなどから、撤去は予定

しておりません。 ． 、

悪臭につきましては､_引き続き、未使用時に扉を閉めるよう啓発するとともに、清掃及

び消臭剤による除去に努めます。

ご理解ご協力をよろしくお願いしまず。 、
、



、

平成29年3月30日

中国電力株式会社

電源事業本部長■■■様
JFEスチール株式会社

東日本製鉄所長■■■■様

、

千葉市中央区町内自治会連絡協議

会長石橋邦
1

ノ

へ〆、

蘇我火力発電所建設計画に関する要望書について

1 ．

貴社の計画している蘇我火力発電所建設計画について、ライネスシテイ千葉みなと自治

会会長より､要望書が出されております。

当協議会としましては、貴社に対して、引き続き当町内自治会をはじめとする地域住民．

･に対して説明会等の機会を設け､積極的な情報提供に努めるとともに､､今後の計画におい

ても､環境負荷の低減に向け､‘環境保全対策をする等､真筆に対応することを求めます。
ノ

」

〆

~

３

〆

DP

1X



万

！

、

千蕊市中央区町内自治会連鵜協議会

’管繍彦龍殿
平成郵動:年2"1:Og

リ

ライ索スシティチ

塞畏

鬘鐵
§三ヨ

竜

望要

今鶴私遥もライ宗又箪デイ千蕊みなと自治会伽入世諮数13蜜蔵と致し‘
まして､: 『蘇我火力発電所建設計画･段階環境配慰謝に関する住民意識調査を

衝いまし懲その結黒下記の通り『建設反対大篝数』の調査結果鵬ら*臆
し種の電鍾報告と鍵に蕊筆とi'てお伝えさせて頂きま説

名

『

;【意識調査結剰

ｲ:､．石炭災力発電所建設に反劃宣墨毒罵斌育迦回答数に対じSS7%でした

＜反対さ純る方の主なご意見感下記の通り筵或蕩‘

、だだでさえ家鯛中ま潅蕊奪黒な駕塵が飛散Iと迷惑し#でいるのに、どれ以上の大気汚

染には耐えら城ない。

・周辺睦崖の健康被害につ6蝿調査と対策を徹塵して欲し“＝
勘窓参一冨中開けていると粉塵が犬霞に入ってくるのI厚､更I壜汚染物質が飛散される
と鋤稼ぐぽる｡：

．貯炭湯鵬在も含め｣全て、建屋内に保管すること｡でないと絶対反誠

･企業の私益だけでな:＜、住民にどってのﾒ:ﾘ:ツトとデメリットを明確にし;て慾しい。

唾J寵の努力も一定の評価をする域迄れ以上資産価値を下げ番事業にば反対であ鼠
･千葉市は県庁所在地であり中央区はその中心であるb､生活書画糖Iこ児童遁篝＜識霞

する場所どk潅膨鰐識であ戦到底常識的には理解でき涯いb：

｡:事前説明より実際に稼働してがら問題が表面化したのでは､手遅れであり反誼する｡：
- ". . . j ・

・健康面での心露,マンションの霞産価値をこれ以上rFげた＜ない〃 ‐

"説明蕾に記載されている噸境負撞を可熊な隈り低減する』とか『廃棄物や副産物

種可能な限職有効利用する｣と鋲それがどの程度ないか理解できないb;

･千葉市民対象I毎広く説明会を開催し､住民の意見を闇し淀頂きた瞬働
・紛蕊や臭しIが"ど畷時は､喘息の発作がおき麓紛塗が飛散ﾋﾉた床を素定で歩<:どア

i皇'ルギ毒をお這い足の裏もひどいごどlこなってい感これ以上賎我慢できない§

､蓉ぞ迩他､霧数画鋪がありま諏胤上認と同様意莞でし瀝庫

』

（

2． 唾火力←‐ 零.齢。』 数の143γでし涙

＜賛成される方砥中窓輯見記入はお－入だけ電し握蕩

､劇岐全を考えると.原子力発電よ‘り.:石炭火力の意が良いと思銃

12



～＝

議案第1号 一

平成28年度収入支出決算について

､

一

収入支出決算書

千葉市中央区町内自治会連絡協議会 （単位：円）【収入】

｜
’

澤
②

一

～

、

科 目

項 目

当初予算額

(A)

「

J 句

補正予算額

〃

予算現額

(B)

収入済額

(C)

､

■ ■

摘 要
、

補助金 区連協補助金 1,438,000 ､ 1,438,000 1,.438,000
区連協：807,210円、地区連協:630,790円
※地域運営交付金を除く （第9、 13， 16地区） ．

負 ．担金 負担金 282,442 282,442 276,442

〃

65,221世帯×2円（地区連協負担金）
73人×2,000円（活動研修会参加者負担金）

ロ 凸

繰越金 前年度繰越令 525,712 525,712 525,712 ﾛ ﾛ

、
ー

雑収入雑収入 149 149 9 預金利子

計 2,246,303
■ C O

0 2,246,303 2,240,163 ‘



千葉市中央区町内自治会連絡協議会（単位：円）【支出】

【全体】

（収入額） （支出額） ． （残額）

2， 240， 163円－1， 722， 543円＝517， 620円（平成29年度へ繰越）

【補助金】

（収入額） (支出額) ・・

1， 438， 00O円く1， 561， 743円

科 目

項 目

当初予算額 補正予算額 予算現額

(A)

支出額

(B)

(B)のうち

補助対象経費

(B)のうち

補助対象外経賓

予算残額

.(A)-(B)

ヂ

摘要

※下線は､~補助対象外経費

補 助 金
地・区連協
交 付 金

630,790 ， 500 631,290 631,290 631,290 0 0
地域運営交付金を除く
(第9， 13， 16地区）

事 務 費 事 務 費
這一

350,000
一

52,274 402,274 402,274 402,274 0 0
事務用品、町内自治会のしおり作成、 ．
郵便代他

会 議 費

総 会 費

役員会議費

145,000

95,000

50,000

8,068

0

8,068

153,068

95,000

､58，068

129,794

71,726

58,068

115,394

57,326

・ 58，068

14,400

14,400

0

23,274

23,274

0

総会資料作成、役員昼食代他

三役会・理事会飲み物代、
市連協会議飲み物代他

表 彰 費 表． 彰 費 36,000
～ ■

0 36,000 27,054 27,.054 ・0 8,946 表彰者記念品代､表彰状(6名）

渉 外費 渉 外 費 30,000 9,500 39,500 24，500 9,500 15,.000 . 15,000
貝錘令(1件)、弔慰金IZ&L， .

年賀名刺交換会会費（市連鍵
屯 ＝ ■ 司 ■一●■ ＝＝一一▲

長） 、
少一一竺牟－、

事 業 費活動研修費 502,000 0 502,000 396,631 265,231 131,400 105,369 視察研修費、参加者昼食代他

旅 ． 費 費用弁償 135,000 0 135,000 111,000 111,000 0 24,000 理事・監事の費用弁償

備品購入費 備品購入費 0 0 0 0 0 0 0

予 備 費 予 備 費 417,513 △70，342 347,171 0 0 ･ - 0 347,171

合計 2,246,303 0 2,246,303 1,722,543 1,561,743 160,800 523,760



1
1

〆

(参考）

堂市中典反町内白治会連絡協議会、 （単位：P弓

’
1

骨
切

～

ノ
、

、

科 目
F

項 ’ 目

当初予算額 補正予算額 予算現額

(A)

支出額

(B)

、

予算残額

(A)-(B) ※下線は、

摘要 ． ‘

補助対象外経費，

補助対象経費 補助対象外経費 補助対象経費 補助対象外経費 補助対象経費 補助対象外経賢 補助対象経費 補助対象外経費 補助対象経費 補助対象外経費
q '

補助金
地区連協
交付金 630,790 0 500 0 63］ 290 0 631 290 0 ：~0 -0

地域運営交付金
(第9、 13， 16封

量除く
区）

事務費事務費 350 000 0 52,274 ． 0 402 274 0 402 274 0 0 0
事務用
作成

砧、町内
郵便代

ﾖ治会のしおり
也 ． ，

会議費

総会費

役員会議費

130

80

50

000

000

000

15,000

15,000

0

8,068

0

8,068

0

・ 0

0

13f

80

58

068

000

068

15,000

15,000

0

115

57

58

394

326

068

14,400

14,400

0

22,674

22,674

｛ 0

600

-600

0

総会資料作成、役員昼食代他．

雪役会・理事会飲み物代、
市連協会肇飲み物代他

表彰費表彰費 36 000 0 0 0 ‐36 000 ･ 0 27 054 0 -8，946 0 表彰者記念品代、表彰状(6名）

渉外費渉外費 0 30,000 9,500 0 9 500 30,000 、 9 500 15,000 0 15,000
同舞金(1件)、弔慰金(2㈲、
年賀名刺交換会会畳〔市連協
きらめきクラブちぱ研年会会

） 、
市連協会長）

事業費 活動研修費 350,000 152,000 0 0 350 000 152,000 265 231 131,400 84,769 20,600 担毒評修響、去力｢1老尽"含代仙

旅 費 費用弁償 135,000 0 0 0 135 000 0 111 000 0 24,000 0 理事・監事の費用弁償

備品購入費 備品購入費 0 0 、 0 0 0 0 0 ､0 0 0

予備費予備費 0 417,513 0 470,342 0 347,171 0 0 0 347,171

小計． 1,631,790 614,513 70,342 △70，342 1,702,132 544,171 1,561,743 160,800 140,389 383,.371

合．計 2,246,303 0 2,246,303 1,722,543 523,760
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議案第2号

平成28年度監査報告について

千葉市中央区町内自治会連絡協議会

平成28年度収入支出監査報告書/

｢

、

監査対象

･千葉市中央区町内自治会連絡協議会の平成28年度収入支出決算書及び関係
Q

帳簿・証書類
《

’
監査期日

平成29年4月11日

監査内容

予算会計の収入・支出済額は、収入及び支出簿により出納書類を余すところ

なく照査のうえ、さらにその内容につき監査を実施した結果、決算は計数的に

正確であり‘、内容も正当なものと認定した。

1
1

平成29年4月11日

1

監事

●
●

氏 名

氏 名

16



～

議案第3号

平成29年度役員(案）の承認について

で

『

〈
云 松 田 啓長

一

工 藤副会長
皀
叩

一
一

長谷川 政美副会長

久
一
塁
目

〈
云 計 鈴 木

』

計
今
云 五十嵐 秀雄

I

’
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/~、

議案第4号

平成29年度事業計画(案）について

’
千葉市中央区町内自治会連絡協議会は、会則に明示された目的を達成するため、

次の事業を行う。
、

区行政との連絡及び協力に関すること

区民参加を推進するため、区並びに市と区民を結ぶパイプ役として活動し、

地域の発展に寄与貢献する。

1
ﾉ

要望事項等の促進に関すること

区内各地域に共通する諸問題及び区民に関連する諸事業についての要望事

項等の早期解決を図る｡

2

’
功労者の表彰に関すること

本会の「表彰内規」により功労のあった地区連協会長及び単位町内会長を

総会において表彰する。

3

4区民意識の啓発

区民として相互の連帯意識の高揚を図り、住み良い街づくりを推進する。

5研修会の実施

先進の住民自治組織や施設等を研修視察し、地域リーダーの育成に努める。

その他必要な事項に関すること

その他区連協活動の充実向上を目的とした諸事業の推進を図る。

6

《
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…

平成29年度主な会議等予定
I

1
1

’

〆

、

ｔ

19
l

／

’

年 月 内 容 備 考

平成29年4月

′

9 －

4月

5月

7月

9月

9月

10月

！

10月

11月

平成30年1月

3月

会計監査

理事会
ﾛ グ

平成29年度通常総会

理事会

三役会 ・ 理事会

hr

中央区防災訓練

■ ■

町内自治会役員向けアンケート実施

中央区ふるさとまつり
j

Q

活動研修会

．理事会 ．

三役会 . 理事会
＝ 『

C

D

4月11日 （火）

4月21日 （金）

5月13日 （土）

9月3日 （日）

10月15日 （日）



’

町内自治会役員対象のアンケートの実施について

（1） 目的

中央区町内自治会役員を対象としたアンケートを実施し､町内自治会が実施している
活動や､抱えている課題等の現状を把握・共有し、地域社会の発展のために活用する。

（2）対象

中央区内の全町内自治会

※町内自治会の会長あてに送付予定

-（3）実施時期

平成29年10月

※アンケートは、例年10月上旬に各町内自治会宛てに送付している「行政事務
委託料（下期分）の請求に係る世帯数の確認」の書類に同封する予定です。

（4）調査内容

町内自治会の活動内容や課題に関するアンケート
※併せて、町内自治会の総会資料､会則、会報誌を提出していただく予定

(‘5）活用方法

①町内自治会の活動や取組みの情報を集約し、他町内自治会に対し
情報提供や先進事例の紹介を行う ‘

②町内自治会の現状の課題を把握し、今後の区連協等の事業計画α

③地区連絡協議会会長に情報提供し、今後の活動に役立ててもらう

集約し、他町内自治会に対して､.必要に応じて

今後の区連協等の事業計画の参考とする

ﾉ

"

、

1

1’
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議案第5号

平成2'9年度収入支出予算(案）

収入支出予算書（案） 、

千葉市中央区町内自治会連絡協議会（単位､:円）【収入】

画
拝

｢

、

0

〆

こ

〉

罠＝

、

･科。 ・目。

・項 目

本年度予算額、
『

･ (A)

､前年度予算額

(B)

.増 減

. (A)-(B)

'

摘 ＝．

0

・ ・要 ’ 、

、
■

補助、 金 区連協補助金

■ 、

1,426,000 1,438,000 △12，000
区連協:794,590円、地区連協:631,410円
※地域運営交付金を除く （第9、 13， 16地区）

負担金 負担金 〆 ･282,874 282ｳ442

0 寺

・432
65,437世帯×2円（地区連協負担金） ． ． ．
76人×2,000円（活動研修会参加者負担金）

繰越金 前年度繰越金 . 517,620 525 ， 2 △8，092

雑収入。 雑 、収入 9 -149. 4.140 預金利子
P 凸 ■

計 2,226,503
屯

2,246,303 △19，800 、



ﾉ

、

【支出】 千葉市中央区町内自治会連絡協議会（単位:円）

､

h ■ ■

貢

画
聴

フ

4 P U

〆

~

学

甲
｡

､

ー

1
f

： 科． 目 ，

項 ・ ‘
､ F

目

■ 、

0

. :． 本年度予算額． ．
､

(A)

b U
補助対象経費 補助対象外経費

前年度予算額 ．

(B)

､

､増 減

(A).一(B)

Ｐ
ｂ

■ ザ

p ■

■
豆

F C

摘 ・ 要
■

q 巳

※下線は、補助対象外経費 ， ”
■ " P

夕

交． ‘付、ー 金 地区連協交付金 . 630；150 630,150 ． ～ 0 630,790 4640

ザ ●

地域運営交付金を除く （第9,.13, 16地区） 》

■ ■ ！

事 務 費 事 ，務 費
Q

400,000 400,000 O “ ・350,000 50jOOO 事務用品、町内自治会のしお.り作成、郵便代

会 議費

総 、会 費

役員会議費

145,000

95,000

･50,000

130,000

. ･ 80,000

･50,000

. 15,000

15,000

P 、0

145,000

95jOOO

50,000

0

0

･ 0

■ g ~

鉛 ■

6 屯

甦 幻 ■

総会資料作成、役員昼食代． ．
■ 巳 ｡

『 ●

三役会・理事会費用 ． ．
少 ●

表 彰 費 表 彰 費 50,000 50,000 0 36,000 14,000
夕 、 ＆ ･字

表彰者記念品代、表彰状； 二

9 6

渉 ・外 費渉外費 30,000
グ

0 | 30,000 ・ 30，000 0 見舞金、弔慰金

､

げ ､

事 業 費 活動研修費 502,000 350,000 152,000 Ⅱ P 502,000 戸 0 視察研修費、参加者昼食代
凸 グ

旅…・ 費 費、用弁償
ﾉ'

.115,000 115,000 0 135,000 、

R

△20，000 理事・監事の費用弁償
す

備品購入費備品購入費 0 0 0 ‐ 0 0
餌

可

q

9

予 備 ・費 予 備 費 354,353 0 354,353 ． ．､417,513 ＝ ‐△63,160
b ■ ■ ー

合計 2,226,503 1,675,150 、 551,353 2,.246,303 A19,800

″

● タ

町



『

、

連協交付金明細書平成 年29

平成29年3月31日現在

一

画
四

．※下記の地区については、地域運営交付金として交付するため、区連協補助金には含まない。

~

、

ヘ

区 地区 団体数 1団体当り 団体割額 ひ 世帯数 1世帯当り 世帯割額． 均等割額 ， 交付額 一・

中
央
-区

P

2

‐ 3

． ‐4

も

5

8

21

27

、 45

計

10

27

23

6

21

、 13

24

10

134

P 淫

500

500

1 500

500

500
一

500

500
6 6

500

~ Q

500

5,000

13,500

11,500

3,000

10,500

q 6,500

12,000

5,000

67,000

ｵ 5,388

6,554

6,339

5,516

8,799

1,746

3,797

2,176

′ 40,315

10
Q

h

10

10

･10

10

･ 10

、 10

10

10

53,880

65,540

63,390

55,160

87,990

17,460

37,970

- 21,760
■ ■

403,150

20jOOO

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

. 20,000

20bOOO

‐ ：160,000

78,880

･~99,040

94ｩ890

78,160

118,490

43;960

69,970

46,760

議瀧鶏蕊鴬瀞議

区 ･地区 ‐ ・交付額

中
央
区

9

13

16
－－

計：

172,090

･ 93,270 ･

72,050

蕊鶴§繍蕊瀧灘
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議案第6号

平成29年度監事の選任について ／’

ノ

％

〆

監事

監事

作

f

ノ
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一

千葉市中央区町内自治会
』

連絡協議会会則 （ 〈

１
１

第1章 総 則

（名称） 、 ：

第1条本会は、千葉市中央区町内自治会連絡協議会と称する。

（事務局） ．

第2条本会の事務局は、申央区役所内に置く。

2事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

（目的）

第3条本会は、中央区内地区町内自治会連絡協議会相互の連絡、協調と親睦を図り、

れらを通して区内の町内自治会活動を積極的に推進し、区行政に協力するとともに、

域社会の発展に寄与することを目的とする。

こ

地

織第2章 組
、

（組織）

第4条本会は、中央区の町内自治会長を会員とし、別表の地区町内自治会連絡協議会を
もって組織する。

（事業）

第5条本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（1）町内自治会及び地区町内自治会連絡協議会との連絡調整に関すること。 ､

（2）住民相互の融和及び連帯意識の高揚に関すること。

（3）町内自治会に共通する問題について調査研究を行うこと。 ‘

（4）千葉市町内自治会連絡協議会及び関係当局その他団体との連絡及び協力に関するこ

と。
~、_/､

（5）その他必要な事項に関すること。

’（役員）

､第6条本会は、次の役員を置く。

会 長 1 名

副会長 2名

会 計 2名

若干名

2 名

事
事

理
監

←

／
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I

、0

（役員の選出） 1

第7条会長、副会長及び会計の三役は、理事の互選により選出し、総会の承認を受ける
ものとする。

2理事は、中央区内の地区町内自治会連絡協議会長をもって、これに充てるものとする。
ただし、他区にまたがる地区町内自治会連絡協議会にあっては、中央区内の町内自治会
長の代表をもって理事とする。

3監事は、理事以外の会員から総会において選任する。

（役員の職務)

第8条会長は、本会を代表し会務を総理する。

2副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときく又は会長が欠けたときは、
代理する。

3会計は、会長の指示を受けて本会の会計及び経理を司る。

4理事は、理事会を組織し会長の指示を受けて会務を司る。

5監事は、本会の経理を監査する。

その職務を

（役員の任期）

第9条役員の任期は、 1年とする。ただし再任は妨げない。

2補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3役員は、任期満了後、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

（専門部会） 、

第10条本会の目的達成のため、

2専門部会に関し必要な事項は、

専門部会を設けることができる。

理事会に諮り会長が別に定める。

（顧問及び相談役）

第11条本会に顧問及び相談役を置くことができる。

2顧問及び相談役は、理事会の承認を得てく会長が委嘱する。

ノ

第3章
今
云 議

～

（会議）

第12条会議は、総会、理事会及び三役会とする。

（総会）

第13条総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2通常総会は、毎年度当初に、臨時総会は会長が必要と認めたとき、

1以上の請求があったときに開催する。

3総会は、次に掲げる事項を審議する。

（1）事業計画及び事業報告に関する事項

（2）予算及び決算に関する事項 ,

（3）会則の改正に関する事項

（4）その他、重要なる事項

4会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の＄可否同数のときは議長の決

又は会員の3分の

’
I

I
するところによる。

、
～
／

行
‐
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（理事会）

第14条理事会は､会長が必要があると認めたときに､会長が招集し､会長が議長となる。

2理事会は、本会の運営上必要な事項について審議する。 、

3会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
、＝

（三役会）

第15条三役会は、会長、副会長及び会計をもって組織する。

2三役会は、会長が必要があると認めたときに、会長が招集し、会長が議長となる。

3 三役会の審議する事項は、次のとおりとする。

（1）理事会に提出する事項の審議に関すること‘

（2）会務の執行上必要なこと。ﾛユ

第4章
〈
云 計

』

（経費）

第16条本会の経費は､負担金、寄付金、補助金及びその他をもって充てる。
～

（会計年度）

第17条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

補第5章 則

（会則の改正)

第18条本会則の改正は、総会の議決によるものとする。ただし、別表の変更について

・は、理事会の承認によることができる。

（その他）

第19条本会則に定めるもののほか、会務の執行に関し必要な事項は会長が理事会に諮

って定める。
ノ

附 則

この会則は、平成4年5月24日より施行する。

附 則

この会則は、平成5年5月 9日より施行する。

附 則

この会則は、平成6年％ 5月15日より施行する。

附 則

この会則は、平成16年5月16．日より施行する。

附 ‘ 則

この会則は、平成24年7月 1日より施行する。

ノ

I

27



1

別表

〆

／
、

、

夕勾

ノ

Q

=､

28

地区町内自治会連絡協議会名'

1 第2地区（末広中学校区）町内自治会連絡協議会

2 第3地区（葛城中学校区）町内自治会連絡協議会 ､■

3

巳

第4地区（椿森中学校区）町内自治会連絡協議会

4 第5地区（緑町中学校区西千葉地区）町内自治会連絡協議会
f

rー

0 第8地区（新宿中学校区）町内自治会連絡協議会

6 第9地区（蘇我中学校区）町内自治会連絡協議会

7

｡

第13地区（生浜中学校区）町内自治会連絡協議会

8

ｑ
Ｊ
ｆ

第15地区（轟町中学校区）町内自治会連絡協議会

9

一､
可

』

第16地区（松ケ丘中学校区）町内自治会連絡協議会

1．0

■ 0

'

第21地区（川戸中学校区）′町内自治会連絡協議会

11 第27地区（星久喜中学校区）町内自治会連絡協議会

12 第45地区（都 地区)､町内自治会連絡協議会
6 J



=F華下行ヰ屈央区田丁〆寸自γ合一量菫糸各震請尭会

壼彰 膠弓I 夫見

（表彰の基準） 、‐

第1条区域内住民福祉の増進のため、町内自治会活動を積極的に推進

し、その実績が顕著で、且つ次の各号の一に該当するものについて、

会長がこれを表彰する｡ 、

（1） 中央区町内自治会連絡協議会役員（監事を除く）の職にあって

退任したもの。

（2） 5年以上引き続いて町内自治会長の職にあって退任したもの。

（在職年数の決定）

第2条在職年数は、満年をもって計算する。
一

（被表彰者の方法）

第3条被表彰者の該当者については、会長が調査し、第1条第2号に

ついては、理事の推薦により、それぞれ理事会に報告したのち総会に

おいて表彰するものとする。

（表彰）

第4条表彰は、表彰状に記念品を添えて贈呈する。

（表彰の重複禁止）

第5条被表彰者は、再表彰をしない'ものとする。

附 則

この内規は、平成5年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成7年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成27年6月1日から施行する。
イ
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